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経済産業省・国土交通省・環境省 3省合同事業

今回の日合商解説（vol.58）では、３省合同事業の内容について解説行ってい
きます。脱炭素社会に向けた省エネ施策が進んでいく中で連携による支援強化
が進んでいきます。

３省合同による住宅の省エネリフォーム支援の強化①

住宅の断熱性能向上のため「断熱窓への改修促進」②

③

INDEX

３省合同による住宅の省エネリフォーム支援の強化①

「高効率給湯器導入促進補助金」と他の補助金との重複申請可否

国土交通省、
経済産業省、
環境省の３
省はこれま
での省エネ
施策におい
て度々連携
を取ってき
ました。こ
のタイミン
グで更に連
携力が強化
され住宅の
省エネリ
フォームの
支援が一段
と強化され
ていきます。

背景として、２０５０年カーボンニュートラル（脱炭素社会の実現）に向けて家庭
部門の省エネを強化・向上させることが目標・目的となっています。
具体的には省エネ改修において「高断熱窓の設置」「高効率給湯器の設置」「開口
部・躯体等の省エネ改修工事」の３つに分けられます。これら以外の工事は国土交
通省による「こどもエコすまい支援事業」による支援で補填されていきます。

https://au-shimizu.co.jp/


住宅の断熱性能向上のため「断熱窓への改修促進」②

先述の「断熱窓の設置」については経済産業省・環境省で連携が進んでおり、
事業スキームもこれまでと同様の流れで補助・支援されていきます。

工事内容に応じて定額補助（補助率は１／２）となっており、対象となる窓
（ガラス・サッシ）は熱貫流率（Ｕｗ値）１．９以下の建材トップランナー制
度２０３０年の目標水準値を超える、一定の基準を満たすものとされています。

成果目標を読み解いていくと、基本的には「既存住宅」における窓の改修需要
に繋げる為の支援と記載されています。断熱工事は、今後の光熱費高騰の流れ
からしても、脱炭素社会に向けた取り組みとしても、必要に迫られている工事
なので、特に既存住宅・ストックへの取組というのが重要な位置づけになって
います。

２０３０年度時点で家庭部門からのＣＯ２排出量の約７割削減（２０１３年度
比）ＫＰＩ（中間目標）に向けた取り組みです。２０５０年時点をＫＧＩ（最
終目標）でほとんどのストック平均でＺＥＨ水準の省エネルギー性能の確保を
行うと提言されています。

https://au-shimizu.co.jp/


「高効率給湯器導入促進補助金」と他の補助金との重複申請可否③

新築住宅
次の事業は、本事業における支援対象機器が補助事業の対象経費等に含まれているため、重
複申請不可。

➢国土交通省
• こどもみらい住宅支援事業
• こどもエコすまい支援事業
• 地域型住宅グリーン化事業
• LCCM住宅整備推進事業

➢経済産業省
• 次世代ＺＥＨ＋実証事業（ただし、家庭用燃料電池に限り、同事業で加算補助申請をしない
場合は、本事業へ重複申請可）
• 超高層ZEH-M実証事業

➢環境省
• ＺＥＨ等（ＺＥＨ＋含む）支援事業（家庭用燃料電池は同事業の支援対象となっていないた
め、本事業に申請可能）
• 低層ZEH-M支援事業（家庭用燃料電池は同事業の支援対象となっていないため、本事業に
申請可能）
• 中高層ZEH-M支援事業

既存住宅
次の事業は、本事業における支援対象機器が加算対象となっているため、その加算を受けな
い場合に限って、本事業の申請が可能。

➢国土交通省
• こどもみらい住宅支援事業（家庭用燃料電池は同事業の支援対象となっていないため、本事
業に申請可能）
• こどもエコすまい支援事業（家庭用燃料電池は同事業の支援対象となっていないため、本事
業に申請可能）
• 住宅エコリフォーム推進事業／住宅・建築物省エネ改修推進事業
• 長期優良住宅化リフォーム推進事業

➢環境省
• 既存住宅の断熱リフォーム支援事業（家庭用燃料電池は同事業の支援対象となっていないた
め、本事業に申請可能）

重複申請不可の場合と可
能な場合がある為
状況整理が重要です
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